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国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
二
千
二
百
七
十
号
第
十
三
項
は
、
加
盟
国
が
、
北
朝
鮮
の
外
交
官
、
政
府
の
代
表
又
は

北
朝
鮮
政
府
の
立
場
で
行
動
す
る
そ
の
他
の
北
朝
鮮
国
民
が
、
指
定
さ
れ
た
個
人
若
し
く
は
団
体
又
は
制
裁
回
避
を
支
援
し
若

し
く
は
決
議
第
千
七
百
十
八
号
、
第
千
八
百
七
十
四
号
、
第
二
千
八
十
七
号
、
第
二
千
九
十
四
号
若
し
く
は
第
二
千
二
百
七
十

号
の
規
定
に
違
反
す
る
個
人
若
し
く
は
団
体
の
代
理
と
し
て
又
は
そ
れ
ら
の
指
示
に
よ
り
行
動
し
て
い
る
と
決
定
す
る
場
合
に

は
、
当
該
加
盟
国
は
、
適
用
可
能
な
国
内
法
及
び
国
際
法
に
従
い
、
北
朝
鮮
へ
の
送
還
を
目
的
と
し
て
そ
の
個
人
を
自
国
か
ら

追
放
す
る
と
決
定
し
た
。
我
が
国
が
決
議
履
行
の
義
務
を
負
っ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。 

 

政
府
は
決
議
第
二
千
二
百
七
十
号
第
十
三
項
の
決
定
を
履
行
す
る
た
め
に
い
か
な
る
措
置
を
講
じ
た
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


